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「先進医療」とは…  

保険診療として認められていない先進的な医療技術等について、安全性・有効性等を確保する

ための施設基準等を設定し、保険診療との併用を認め、将来的な保険導入に向けた評価を行う制

度です。先進医療部分は全額患者の自己負担となります。 

先進医療として認められるためには、先進医療会議で安全性、有効性等の審査を受ける必要があ 

り、実施する医療機関は厚生労働大臣への届出又は承認が必要となります。 

〇助成対象となる先進医療 

 

※令和７年６月時点で先進医療として告示されている治療になります。 

最新の詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。 
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 助成対象となる自由診療について  

体外受精及び顕微授精において、下記表ＡからＦに相当する治療と併せて、先進医療会

議で審議中の技術等を受けたことにより、当該治療費が全額自己負担になるものになりま

す。 

※ 日本婦人科学会に登録している施設で治療を受けた場合に限ります。 

※ 以下の場合についても、助成の対象となります。 

・先進医療として認められている技術による治療を行ったが、治療回数が保険適用

される上限回数を超えていたことにより、全額自己負担となった場合 

・先進医療として認められている技術による治療を行ったが、厚生労働大臣への届

出等を行っていない医療機関であったことで全額自己負担となった場合 

 

〇体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲 

 

備考 Ｂの治療については、採卵・受精後、１周期から３周期までの間隔を空けて、母体の状態を整えて

から胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合に限る。 

 


